
　昨 2013 年 11 月に、わが国の総合的な
交通政策の方針を示す交通政策基本法が成立
した。こうした内容の法律案は、これまでに
何度か交通基本法の名称で国会に提出されて
いたが、いずれも廃案となっていた。
　今回、交通基本法案では不十分だった交通
政策の目的や主な政策対象を明示するなど、
いくつか残されていた問題点が解消されるか
たちでこの法律が成立したことで、わが国は
ようやく世界の先進国の潮流に追いつき始め
たといってよい。
　英国交通法やフランス国内交通基本法に端
的にみられるように、海外ではマルチモーダ
ルな交通政策の方針を明快に示す先進国が増
加しているが、わが国はこの点で著しく遅れ
を取っている。しかし単に成立しただけで自
動的に交通政策が良い方向に向かうという性
質の法律ではないので、施行までに様々な準
備が必要と考えられる。
　さて今回の法律では、国際競争力の向上や
災害対策、環境、観光立国といった多くの課
題が取り上げられている。その中で最も重要
な論点として私は地域公共交通の維持確保を
挙げたい。
　わが国の交通事業は運賃収入をベースに営
利事業として運行するのが原則だが、すでに
多くの地域で公共交通は資金的な支援なしで
は成立し得なくなっている。つまり地方の公
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共交通はビジネスモデルが根幹から崩れてい
るので、緊急かつ効力のある対策が必要であ
る。そこで本稿では、これに絡む 3つの論
点について述べることとしたい。

資金的な支援の方法
　交通政策基本法では「交通に対する基本的
な需要が適切に充足されることが重要」と第
2条で指摘されていることから、これから地
域の公共交通には何らかの対策が施されるこ
とになろう。
　地域公共交通問題の解決に当たっては資金
的な支援が不可欠である。地域内で完結する
交通機関の便益はそのほとんどが地域内に帰
着するので、まず地域内で必要な費用を負担
する枠組みを作り「身の丈に合った」交通機
関を整備するのが効率的と考えられる。とこ
ろが地域公共交通の整備・運営を任される地
方公共団体には、固有の財源がない。
　地域公共交通の維持のためには国による支
援が不可欠とする意見も少なくないが、私は
国の支援に頼る構造では地域公共交通は持続
可能になり得ないと考える。現在は国の補助
制度と各地方公共団体の一般財源からの補助
で運行を継続している鉄道・バス路線が多い
が、このままでは人口減少が進み税収の減少
が加速するにつれて補助の原資がなくなり、
そのために廃止される路線が激増しかねない。
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　これを解決するには、事業者が費用負担す
るフランス型交通税や、ガソリン税などの化
石燃料に対する課税による税収あるいは地方
消費税の一部を交通目的税とする方法などの
導入を積極的に検討する必要があろう。
　ただ根本的には、運賃収入だけで収支均衡
させることが求められる現在の各種法律の規
定を改めて、資金的な支援の方法およびその
主体などを適切に位置づける必要があるので
はないだろうか。

画一的な制度からの脱却
　その際考慮すべきことは、わが国には現時
点でもなお健全経営を維持し質の高いサービ
スを提供している鉄道・バス事業者が多数存
在するということである。これらの事業者は
長きにわたり経営努力を続け、その結果とし
て安定的な経営という果実を得ているのであ
り、そのため行政が介入して資金的な支援を
得ることによるメリットはほとんどない。
　各地域に適した制度を適用してそれぞれの
環境のもとで効率的に公共交通の供給を目指
すためには、客観的な指標によって経営環境
の厳しい地域と公共交通が事業として成立す
る地域を分類することで、各地方公共団体が
区域内の公共交通の充実度を数値で把握する
ことが必要と私は考える。
　経営環境の厳しい地域ではその結果をもと
に、たとえば上下分離や運行委託といった、
運行にかかる費用や責任を複数主体がシェア
するいくつかの方法の中から、地方公共団体
あるいは地方全体の責任で、その地域に適し
たものを選べるようにすればよい。
　こうした取り組みは国主導ではなく地方が
主導して進めていくことが望ましい。その意
味で、交通政策基本法の枠組みの中で地域公

共交通を維持・発展させるスキームを検討し
実際に運用することが不可欠であろう。

交通に関わる国民の責務
　さて民主党政権下で進められた交通基本法
の検討では、「移動権」の扱いが焦点の一つ
となっていた。フランス国内交通基本法で移
動に関する権利が明文化されていたこともあ
り、わが国でも法的に定めようという動きが
あったが、この権利を「保障」するという考
え方に無理があり実現しなかった。
　わが国における移動権は一部で誤解されて
いるように思われる。フランスにおける移動
権は、それが保障され実現することで、「誰
もが容易に、低コストで、快適に、同時に社
会的コストを増加させないで移動すること」
が実現するという表現で位置づけられてい
る。つまりフランスでも移動に関する権利は
保障されているのではなく、政策の方針を示
すために用いられているのである。
　わが国では憲法で居住・移動の自由が認め
られているが、そこに移動権の保障が法的に
規定されたら、行政も事業者も対応できない
可能性が高い。過去、いくつかの訴訟で移動
に関する権利について争われてきたが、それ
らはいずれも認められなかった。
　交通政策基本法では、「国民等の役割」が
第11条で規定されている。そこで求められ
る役割は、権利の実現を他人に要求すること
ではなく、自ら交通政策に協力することであ
る。関係者が相互に信頼し連携することで初
めて、より望ましい交通体系を実現すること
ができ、結果的に移動権が保障された社会が
実現するのである。
　今回の交通政策基本法で移動権に触れられ
なかったことは、今後交通政策について建設



的な議論をするうえで非常に意味のあること
だったと私は考える。
　今回の法律は、ゴールでなくスタートであ
る。本稿では地域公共交通に的を絞って論じ
てきたが、それ以外の各分野でも、国と地
方、事業者、そして国民がこれまでの考え方
を変え、交通について理解を深め応分の負担
をしつつ各々協力し合うことが求められると

いうことに違いはない。しかしこの法律は、
まだ一般に広く認識されているとは言い難
い。
　まず、法のねらいとこれからの各主体の役
割について、広くアピールし国民の理解を深
めることが必要であり、その面での国による
積極的な活動を期待するところである。
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